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議案第６５号 

 

藤沢市下水道条例の一部改正について 

 藤沢市下水道条例の一部を次のように改正する。 

２０２２年（令和４年）１２月１日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

 

 

藤沢市下水道条例の一部を改正する条例 

藤沢市下水道条例（昭和３６年藤沢市条例第３０号）の一部を次のように改正す

る。 

第５条に次の１項を加える。 

５ 第１項の規定は、法第２５条の１０第１項の認定を受けた雨水貯留浸透施設整

備計画に係る雨水貯留浸透施設の設置を行おうとする場合には、適用しない。 

第６条に次のただし書を加える。 

 ただし、法第２５条の１７又は特定都市河川浸水被害対策法（平成１５年法律

７７号）第１８条の規定に基づき日本下水道事業団が行う雨水貯留浸透施設の設

置の工事にあっては、この限りでない。 

第４５条第３項第１号及び第２号中「排除量を加算した量」を「汚水排除量の２

分の１に相当する量を加算した量」に改める。 

     「 

 

 
 

 

別表第１中 

  

 

 
 

 

 を 
 

 

 
 

」 

基 本 使 用 料  １,３９８円 

１立方メートルにつき  １０２円 

１立方メートルにつき  １１８円 

１立方メートルにつき  １３７円 

１立方メートルにつき  １６７円 

１立方メートルにつき  １９７円 

１立方メートルにつき  ２３９円 

１立方メートルにつき  ２８１円 

１立方メートルにつき  ３２３円 

１立方メートルにつき  ３６４円 
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「   

 
 

 

 
に改め、同表備考の項第１項第２号中 

 

 
 

 

」 

基 本 使 用 料  １,６３０円 

１立方メートルにつき  １１３円 

１立方メートルにつき  １３１円 

１立方メートルにつき  １５２円 

１立方メートルにつき  １８５円 
１立方メートルにつき  ２１８円 

１立方メートルにつき  ２６４円 

１立方メートルにつき  ３１１円 

１立方メートルにつき  ３５７円 

１立方メートルにつき  ４０３円 
 

「１００分の１０１．８」を「１００分の１１４．５」に改める。 

      「 
 

 

 
 

別表第２中 

  
 

 

 
 

  を 

 
 

 

 
」 

基 本 使 用 料   ６９９円 

１立方メートルにつき  １０２円 

１立方メートルにつき  １１８円 

１立方メートルにつき  １３７円 

１立方メートルにつき  １６７円 

１立方メートルにつき  １９７円 

１立方メートルにつき  ２３９円 

１立方メートルにつき  ２８１円 

１立方メートルにつき  ３２３円 

１立方メートルにつき  ３６４円 

 「   

 
 

 

 
 に改め、同表備考の項第１項第２号中 

 

 
 

 

」 

基 本 使 用 料   ８１５円 

１立方メートルにつき  １１３円 

１立方メートルにつき  １３１円 

１立方メートルにつき  １５２円 

１立方メートルにつき  １８５円 

１立方メートルにつき  ２１８円 

１立方メートルにつき  ２６４円 

１立方メートルにつき  ３１１円 

１立方メートルにつき  ３５７円 

１立方メートルにつき  ４０３円 
 

「１００分の１０１．８」を「１００分の１１４．５」に改める。 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第１及び別表第２の改正規

定は、令和５年７月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の藤沢市下水道条例第４５条第３項第１号及び第２号の

規定は、この条例の公布の日以後に認定する汚水排除量から適用する。 

３ この条例による改正後の藤沢市下水道条例別表第１及び別表第２の規定は、令

和５年７月１日以後の使用に係る公共下水道の使用料について適用し、同日前の

使用に係る公共下水道の使用料については、なお従前の例による。この場合にお
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いて、同日以後最初に行う公共下水道の使用料の徴収に係る期間に同日前の期間

を含む場合における当該徴収に係る期間の公共下水道の使用料は、同期間の各日

における汚水排除量が均一であるものとみなし、同日前の期間及び同日以後の期

間の日数に案分して算出するものとする。 

 

 

 

提案理由 

この条例を提出したのは、公共下水道事業の財政状況を勘案して公共下水道使用

料を改定する等の必要による。 


